
日 曜日 主な行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 水 5 5 5 5 5 5

2 木 B5 B5 B5 B5 B5 B5

3 金 5 5 5 5 5 5

4 土

5 日

6 月
6年ALT

5 5 5 5 5 5

7 火
5年ALT

B4 B4 B5 B5 B5 B5

8 水 4 4 5 5 5 5

9 木
給食終了

B4 B4 B4 B5 B5 B5

10 金
前期終業式

3 3 3 3 3 3

11 土

12 日

13 月
スポーツの日

14 火
秋季休業

15 水
秋季休業

16 木
後期始業式

3 3 3 3 3 3

17 金
給食開始（清掃後13：25頃下校）   3年ALT

4 4 4 4 4 4

18 土

19 日

20 月
仲よし計測　　6年ALT
ふれあい読書②6－2,③6－1,④6－3 5 5 5 5 5 5

21 火
クラブ②　 6年計測　 5年ALT

B4 B5 B5 B6 B6 B6

22 水
5年計測　  ２年遠足新江ノ島水族館
3年消防署見学 5 5 6 6 6 6

23 木
4年計測①　１年校外学習③④(中央公園)
5年キャンプ前健康診断（9：00～抽出児童） B5 B5 B5 B6 B6 B6

24 金
3年計測　　4年計測②

5 5 6 6 6 6

25 土

26 日

27 月
2年計測　 6年ALT　 ふれあい読書②6－4,③6
－5   １年校外学習②③④(中央公園) B5 B5 B5 B5 B5 B5

28 火
研究会のため学校開放なし　 1年計測
5年ALT B4 B5 B5 B5 B5 B5

29 水
ふれあい読書②3－1，③3－2

5 5 6 6 6 6

30 木 B5 B5 B5 B6 B6 B6

　授　業　時　数

１０月行事予定

31 木
５年キャンプ～11/1　　給食試食会(申し込んだ
１・４年保護者の方対象)　　給食費口座振替日
（9月分4,700円）　　1年ALT

4 4 4 5 6 5

お 知 ら せ

≪１１月の主な行事予定≫
１日（土） ５年キャンプ２日目

４日（火） ５年キャンプ代休 ４年ＡＬＴ

６日（木）～８日（土） 学校へ行こう週間２・３校時公開

８日は土曜参観(給食終了後下校)

１０日（月） 土曜参観代休

１１日（火） 授業研究のため４時間授業

(但し、5-2は授業公開のため5時間授業、

学校開放なし)

２年ALT １年視力検査

１２日（水） ２年視力検査 ４年ALT

１３日（木） ３年視力検査 就学時健康診断

１４日（金） ４年視力検査

１７日（月） ５年視力検査 3年・仲よしALT

ふれあい読書②4-1，③4-2

１８日（火） クラブ③ ６年視力検査 ５年ALT

ふれあい読書②1-3，③1-4

１９日（水） 仲よし視力検査

２０日（木） 欠席者・視力検査

１年遠足（江ノ島水族館）

２５日（火） 委員会⑤ ５年ＡＬＴ

ふれあい読書②1-1，③1-2

２７日（木） １年校外学習②③（中央公園）

２８日（木） ４年音楽会

▼家庭への知らせについて
１０日（金）の終業式に『家庭への知らせ』をお渡ししま

す。『家庭への知らせ』は教科等の目標をどこまで達成し

たかを示しています。お子さんと一緒にご覧いただき、達

成できたところは褒めて伸ばし、課題があるところは今後

どのように学習をしていくのかを共に考え、次の学習へ

の自信や意欲につなげていくようにしてください。

特に気をつけていただきたいことは、

①「できる」の評価は、設定した目標に達した状態のこと

であり、「できる」であればよいと考えて、お子さんとお話

ししてください。

②学びは、お子さん一人ひとりのものです。前期の評価

は前期に行った学習内容についての見取りです。以前の

成績や他者の成績と比較できるものではありません。ぜ

ひ、今後に向け、学習への意欲がプラスに働くようなお声

がけをしてください。また各単元の学習到達度を計るた

めにテストをすることがありますが、結果がそのまま評価

に結びつくわけではありません。各観点においても総合

的に見ながら評価をしております。ご理解いただきますよ

うよろしくお願いいたします。

▼冬時間になります

秋の深まりとともに、日暮れも早くなってきます。１０月

からは冬時間となり、１６：３０に鐘が鳴ります。暗くなる前

に、帰宅するよう、ご家庭でもぜひ、お話し合いください。

≪秋休み中の行事予定≫

１０月１５日（水） １０：００～１２：００頃まで

PTA主催 親子清掃

集合場所：梅田小学校１F被服室

≪オンラインゲームに関する注意喚起≫
神奈川県警察本部より、「オンラインゲームに関する注意喚

起」のお知らせがありましたので、添付いたします。次ページ

以降をご確認の上、お子さんが犯罪に巻き込まれないように、

ご家庭で話題にしてください。


